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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 

（平成三年法律第七十六号）（抜粋） 

 

（子の看護休暇の申出）  

第十六条の二 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、そ

の事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日 （その養育す

る小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働

日）を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾

病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話

を行うための休暇（以下この章において「子の看護休暇 」という。）を取

得することができる。  

２・３ （略） 

  

（子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等）  

第十六条の三 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった

ときは、当該申出を拒むことができない。  

２ 第六条第一項ただし書 及び第二項 の規定は、労働者からの前条第一項の

規定による申出があった場合について準用 する。この場合において、第六

条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同条第二項中「前項た

だし書」とあるのは「第十六条の三第二項において準用する前項ただし書」

と、「前条第一項及び第三項」とあるのは「第十六条の二第一項」と読み

替えるものとする。  

 

（育児休業申出があった場合における事業主の義務等）  

第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児

休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇

用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその

労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないとき

はその労働者の過半数を代表する者との書面による 協定で、次に掲げ

る労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた

労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限

りでない。  

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者   

二 （略）  

２～４ （略） 
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（介護休暇の申出）  

第十六条の五 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定め

る世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度におい

て五労働日（要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、十労

働日）を限度として、当該世話を行うための休暇（以下「介護休暇」とい

う。）を取得することができる。  

２・３ （略）  

 

（介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等）  

第十六条の六 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった

ときは、当該申出を拒むことができない。  

２ 第六条第一項ただし書 及び第二項 の規定は、労働者からの前条第一項の

規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第六条

第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同条第二項中「前項ただし

書」とあるのは「第十六条の六第二項において準用する前項ただし書」と、

「前条第一項及び第三項」とあるのは「第十六条の五第一項」と読み替える

ものとする。  

 

（育児休業申出があった場合における事業主の義務等）  

第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児

休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇

用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその

労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないとき

はその労働者の過半数を代表する者との書面による 協定で、次に掲げ

る労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた

労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限

りでない。  

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者   

二 （略）  

２～４ （略） 

 

 


